
１ 保健機能森林の区域

　また、次の森林については、保健機能森林の区域には含めないものとします。
①

② 森林保健施設に該当しない施設の設置が見込まれる森林
③ 既存の開発行為に係る事業区域内に森林として残地又は造成された森林

２

３ 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備に関する事項

４ その他必要な事項

Ⅳ 森林の保健機能の増進に関する事項

　保健文化機能を高度に発揮させることが必要であると認められる森林のうち、森林の
現況、森林所有者の意向、地域の実情、利用者の動向、交通手段等基盤整備の状況及び
整備の見通し、森林施業の担い手となる森林組合等の存在等からみて、適切な配置とな
るよう区域設定することとします。
　また、区域を設定するときは、森林の施業と森林保健施設の整備を一体的かつ計画的
に行うことが出来るよう、流域又は地形界等を考慮して一体的なまとまりのある森林に
ついて設定することとします。
　なお、保健機能森林の区域の設定に当たっては、保健保安林及び同保安林指定予定地
を優先し、区域の設定後は、保健保安林予定地を当該保安林に指定するよう努めること
とします。

原生自然環境保全地域、自然環境保全地域及び北海道自然環境等保全条例に基づく自
然環境保全地域特別地区内の森林

保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法に関する
事項

　優れた風致・景観の維持、裸地化の回避による森林の有する公益的機能の維持増進を
図るため、択伐による育成複層林施業や広葉樹を育成するための施業等を推進します。
　また、快適な森林環境の維持、利用の利便性に配慮して、間伐、除伐等の保育を積極
的に行うこととします。

　施設の整備に当たっては、自然環境の保全、国土の保全及び文化財の保護に配慮しつ
つ、地域の実情、利用者の意向等を踏まえて多様な施設の整備を行うこととします。
　ただし、保健機能森林の区域内に自然公園地域（普通地域を除く。）を含む場合は、
当該自然公園の利用計画にそぐわない森林保健施設は計画しないこととし、区域内に北
海道自然環境等保全条例に基づく自然環境保全地域普通地区を含む場合には、原則とし
て当該施設を計画しないこととします。
　なお、施設の総量規制及び技術的基準等については、「森林の保健機能の増進に関す
る特別措置法施行規則(平成２５年２月２６日農林水産省令第５号)」によることとしま
す。

　保健機能森林の管理及び運営に当たっては、自然環境の保全に配慮しつつ、森林の保
全と両立した森林の保健機能の増進が図られるよう、森林及び施設の適切な管理並びに
防火体制及び防火施設の整備や交通の安全等の確保に留意することとします。
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